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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第65期

第３四半期
連結累計期間

第66期
第３四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自　平成26年２月１日

至　平成26年10月31日

自　平成27年２月１日

至　平成27年10月31日

自　平成26年２月１日

至　平成27年１月31日

売上高 （百万円） 17,044 17,722 22,171

経常利益 （百万円） 477 617 373

四半期（当期）純利益 （百万円） 311 301 139

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 330 350 137

純資産額 （百万円） 11,844 12,330 12,077

総資産額 （百万円） 20,083 20,231 20,041

１株当たり四半期（当期）純
利益金額

（円） 14.60 14.13 6.51

潜在株式調整後１株当たり四
半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 58.9 60.9 60.1
 

 

回次
第65期

第３四半期
連結会計期間

第66期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年８月１日

至 平成26年10月31日

自 平成27年８月１日

至 平成27年10月31日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

（円） △2.13 △5.84
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生したリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策及び日銀の金融緩和策を背景に、企業収

益や雇用情勢が改善するなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、個人消費における停滞感の拡大や

中国における経済成長率の鈍化をはじめとする新興国経済の混乱などもあり、依然として不安定な状況で推移いた

しました。

当社グループにおいては、通販市場の伸長によるダイレクトメール需要の回復が期待されるものの、需要動向の

指標となる普通通常郵便物及びメール便の総利用通数においては、個人消費の伸び悩みもあって、その効果は確認

されておらず、当社グループを取り巻く環境は引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような情勢のもと、当社グループは、「Give & Give & Give（全ての人に最高の付加価値を与え続ける）」

をテーマに掲げ、お客様に満足いただけるソリューションサービス分野への取り組みを全社を挙げて進めてまいり

ました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は177億22百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は５億51百万

円（前年同期比43.7%増）、経常利益は６億17百万円（前年同期比29.2％増）、四半期純利益は３億１百万円（前

年同期比3.2％減）となりました。

 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（封筒事業）

国勢調査やマイナンバー等の官公庁大口案件の受託並びにエリア政策として大都市圏での販売強化に努めた結

果、売上高は142億10百万円（前年同期比4.5％増）となりました。損益面では、修繕費及び処遇改善による労務人

件費の増加による影響を受けるものの、売上増加に支えられ、営業利益は４億23百万円（前年同期比56.2％増）と

なりました。

 

（メーリングサービス事業）

ビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）市場へのソリューションサービスの提案活動を進めた結果、売上

高は22億５百万円（前年同期比13.3％増）となりました。損益面でも、売上増加に支えられ、営業利益は１億69百

万円（前年同期比233.1％増）となりました。

 

（その他）

情報システム事業が増収を確保したものの、子会社が減収となり、売上高は13億７百万円（前年同期比12.9％

減）となりました。損益面では、減収に加え、子会社における貸倒の発生もあり、営業損失は44百万円（前年同期

は営業利益62百万円）となりました。
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(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億89百万円増加して202億31百万円となり

ました。これは主に、増収に伴い受取手形及び売掛金、棚卸資産が増加した一方で、売却に伴い投資有価証券が減

少したことなどによるものです。

 

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ64百万円減少して79億円となりました。これは

主に、仕入増に伴う仕入債務や、賞与引当金が増加した一方で、有利子負債や役員退職慰労引当金が減少したこと

などによるものです。

 

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ２億53百万円増加して123億30百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金やその他有価証券評価差額金が増加したことなどによるものです。

なお、自己資本比率は0.8ポイント上昇して60.9％となりました。

 

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）の事業上及び財務上の対処すべ

き課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(4)　研究開発活動

当社の研究開発活動は、既存の設備、製品の改良にかかる経常的な活動であるため、研究開発費の金額は記載し

ておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 76,000,000

計 76,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年12月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 21,458,740 21,458,740
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株
であります。

計 21,458,740 21,458,740 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年８月１日～
平成27年10月31日

― 21,458,740 ― 1,197 ― 1,363
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成27年７月31日の株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

平成27年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）  

－ －
　普通株式 102,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,341,000 21,341 －

単元未満株式 普通株式 15,740 － －

発行済株式総数  21,458,740 － －

総株主の議決権  － 21,341 －
 

(注)１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）含ま

れております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成27年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）      

株式会社イムラ封筒
大阪市中央区内本町
二丁目１番13号

102,000 － 102,000 0.48

計 － 102,000 － 102,000 0.48
 

 

２ 【役員の状況】

　  該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年８月１日から平成

27年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年２月１日から平成27年10月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,552 3,719

  受取手形及び売掛金 ※2、3  3,222 ※3  3,433

  電子記録債権 ※3  533 ※3  422

  商品及び製品 486 532

  仕掛品 231 346

  原材料及び貯蔵品 417 469

  その他 1,163 1,235

  貸倒引当金 △8 △5

  流動資産合計 9,599 10,153

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,564 1,487

   機械装置及び運搬具（純額） 1,927 1,836

   土地 4,071 3,937

   その他（純額） 476 657

   有形固定資産合計 8,040 7,919

  無形固定資産   

   その他 74 70

   無形固定資産合計 74 70

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,375 1,204

   退職給付に係る資産 475 369

   その他 486 544

   貸倒引当金 △9 △30

   投資その他の資産合計 2,327 2,088

  固定資産合計 10,442 10,078

 資産合計 20,041 20,231
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※3  3,140 ※3  2,912

  電子記録債務 － 496

  短期借入金 830 550

  1年内返済予定の長期借入金 568 464

  未払法人税等 44 287

  賞与引当金 326 721

  その他 1,410 1,331

  流動負債合計 6,320 6,762

 固定負債   

  長期借入金 569 263

  役員退職慰労引当金 417 －

  退職給付に係る負債 83 82

  資産除去債務 90 92

  その他 482 699

  固定負債合計 1,644 1,137

 負債合計 7,964 7,900

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,197 1,197

  資本剰余金 1,363 1,363

  利益剰余金 8,764 8,971

  自己株式 △25 △25

  株主資本合計 11,299 11,507

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 324 389

  退職給付に係る調整累計額 425 418

  その他の包括利益累計額合計 750 807

 少数株主持分 26 16

 純資産合計 12,077 12,330

負債純資産合計 20,041 20,231
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月１日
　至 平成26年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年２月１日
　至 平成27年10月31日)

売上高 17,044 17,722

売上原価 13,614 13,960

売上総利益 3,429 3,761

販売費及び一般管理費 3,046 3,210

営業利益 383 551

営業外収益   

 受取利息 1 4

 受取配当金 21 23

 売電収入 2 6

 その他 89 51

 営業外収益合計 115 86

営業外費用   

 支払利息 14 9

 売電費用 2 4

 その他 4 6

 営業外費用合計 20 19

経常利益 477 617

特別利益   

 固定資産売却益 20 0

 投資有価証券売却益 0 54

 移転補償金 36 －

 特別利益合計 57 55

特別損失   

 固定資産売却損 22 9

 固定資産除却損 3 12

 減損損失 － 122

 投資有価証券売却損 － 3

 特別損失合計 26 148

税金等調整前四半期純利益 508 524

法人税、住民税及び事業税 119 290

法人税等調整額 69 △59

法人税等合計 189 231

少数株主損益調整前四半期純利益 319 293

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △8

四半期純利益 311 301
 

 

EDINET提出書類

株式会社イムラ封筒(E00688)

四半期報告書

10/17



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月１日
　至 平成26年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年２月１日
　至 平成27年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 319 293

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 11 64

 退職給付に係る調整額 － △7

 その他の包括利益合計 11 56

四半期包括利益 330 350

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 323 358

 少数株主に係る四半期包括利益 7 △8
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【注記事項】

(会計方針の変更)

（退職給付に関する会計基準等の適用）　

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて、第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づ

く割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する

方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当第３

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に

加減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首において、退職給付に係る負債が46百万円増加し、利益剰余金が30

百万円減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ17百万円減少しております。

 
(追加情報)

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、平成27年４月23日開催の定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、当該株

主総会終結のときまでの在任期間をもとに、当社における所定の基準に従い、退任時に退職慰労金を打切り支給

することが承認可決されました。

これに伴い、第１四半期連結会計期間において、当社の「役員退職慰労引当金」の全額を取崩し、当第３四半期

連結会計期間において、打切り支給額の未払分１億97百万円を固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

１  偶発債務

下記の会社に対して、手形債権及び電子記録債権売却に伴う買戻し義務があります。

 
前連結会計年度

 (平成27年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

（平成27年10月31日)

ファンタスティック・ファンディング・コーポレー
ション

209百万円 249百万円
 

 
※２ 受取手形割引高

 
前連結会計年度

(平成27年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)

受取手形割引高 1百万円 －百万円
 

 

※３　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

 (平成27年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

（平成27年10月31日)

受取手形 9百万円 1百万円

電子記録債権 17百万円 3百万円

支払手形 71百万円 65百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりで

あります。

 

 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月１日

 至 平成26年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年２月１日

 至 平成27年10月31日)

減価償却費 453百万円 460百万円

のれんの償却額 4百万円 4百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成26年２月１日 至 平成26年10月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平 成 26 年 4 月 24
日　　定時株主総
会

普通株式 42 2.00 平成26年1月31日 平成26年4月25日 利益剰余金

 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成27年２月１日 至 平成27年10月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平 成 27 年 4 月 23
日　　定時株主総
会

普通株式 64 3.00 平成27年1月31日 平成27年4月24日 利益剰余金

 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成26年２月１日 至 平成26年10月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３封筒事業

メーリング
サービス事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 13,596 1,946 15,542 1,501 17,044 － 17,044

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

55 0 56 93 149 △149 －

計 13,652 1,946 15,598 1,595 17,194 △149 17,044

セグメント利益 270 50 321 62 384 △0 383
 

(注) １  その他には、以下の事業が含まれております。

コンピュータ及び周辺機器類の販売、ソフトウエアの開発

医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売

不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入

機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売

２  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

　　２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する金額

　　　　該当事項はありません。

 
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 平成27年２月１日 至 平成27年10月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３封筒事業

メーリング
サービス事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 14,210 2,205 16,415 1,307 17,722 － 17,722

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

58 0 58 75 133 △133 －

計 14,268 2,205 16,473 1,382 17,856 △133 17,722

セグメント利益又は損失（△） 423 169 592 △44 548 2 551
 

(注) １  その他には、以下の事業が含まれております。

コンピュータ及び周辺機器類の販売、ソフトウエアの開発

医療機関用印刷物の製造販売及び医療機関用諸物品の販売

不織布製の封筒・造園資材等の製造販売並びに機械部品等の輸出入

機械器具の自動制御装置及び電子回路の設計製造販売

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引の消去であります。

３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

　　２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する金額

（固定資産に係る重要な減損損失）

当第３四半期連結累計期間において、報告セグメントに含まれない全社資産について「固定資産の減損に係る

会計基準」に基づき、減損損失122百万円を特別損失に計上しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年２月１日
 至 平成26年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年２月１日
 至 平成27年10月31日)

１株当たり四半期純利益金額 14円60銭 14円13銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 311 301

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 311 301

普通株式の期中平均株式数(株) 21,357,207 21,356,593
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年12月９日

株式会社イムラ封筒

取締役会  御中

 

仰星監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   德　　丸   公   義   印

 

 

業務執行社員  公認会計士   田　　邉   太　　郎   印
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イムラ

封筒の平成27年２月１日から平成28年１月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年８月１日から平

成27年10月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年２月１日から平成27年10月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イムラ封筒及び連結子会社の平成27年10月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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